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●固定資産税（３期）
  ＜納期＞９月 30 日（金）
●国民健康保険税（３期）
  ＜納期＞９月 30 日（金）

税の納期（９月分）

■市民健康課健康増進第1・第2G
　（川内保健センター内）　（22）8811
■各支所地域振興課健康福祉Ｇ

＊住民基本台帳人口

保健センターで実施する保健事業
地　域 月　日 時　間 内　　容

川 内

２/ ９（火）
※ 9:00 ～ 9:20 母 子 健 康 手 帳 交 付

10:00 ～ 11:30 健 康 相 談（ 成 人・母 子 ）

２/10（水） 14:30 ～ 16:30 臨 床 心 理 士 に よ る
こ こ ろ の 健 康 相 談

２/16（火）
※ 9:00 ～ 9:20 母 子 健 康 手 帳 交 付

10:00 ～ 11:30 健 康 相 談（ 成 人・母 子 ）

樋 脇 ２/10（水）

9:30 ～ 11:00 母 子 健 康 手 帳 交 付・
健 康 相 談 （ 総 合 ）東 郷 ２/17（水）

祁答院 ２/18（木）

※受付時間

＊臨床心理士によるこころの健康相談、健康相談（成人・母子・総合）は要予約

（23）5111　　（20）5570
（22）8115（直通）

（37）3111　　（37）2252

（44）3111　　（44）3117

（42）1111　　（42）0767

（55）1111　　（55）1021

（3）2311　  　（3）2912

（2）0001　  　（2）1490

（7）0311　  　（7）0753

（4）2211　  　（4）2672

（22）0119　　（20）3430

（20）8500　　（20）8512

■発　行
薩摩川内市（本庁）
〒895-8650　鹿児島県薩摩川内市神田町3-22

閉庁日および時間外　   （23）5115
■編　集
本庁企画政策部広報室（内線632）
　koho@city.satsumasendai.lg.jp
■各支所など
樋脇支所　　〒895-1292　樋脇町塔之原1173

入来支所　　〒895-1492　入来町浦之名33
　　
東郷支所　　〒895-1106　東郷町斧渕362

祁答院支所　〒895-1595　祁答院町下手67

里支所　　　〒896-1192　里町里1922

上甑支所　　〒896-1201　上甑町中甑481-1

下甑支所　　〒896-1696　下甑町手打819

鹿島支所　　〒896-1392　鹿島町藺牟田1457-10

消防局　　　〒895-0072　中郷町5031-1

水道局　　　〒895-0074　原田町22-10

＊甑島市外局番＝09969
■広報電話
     0120（894）256
＊夜間救急当番医や水道サービスセンターの情報が電話で確認できます。
■市ホームページ
　http://www.city.satsumasendai.lg.jp

＊音声案内後に内線番号を押してください。

やくしょ にコール

■市民健康課健康増進第1・第2G
　（川内保健センター内）　（22）8811
■各支所地域振興課健康福祉Ｇ

８月１日現在（前月比）

■人　口 97,138 人（＋��������4人）
　　男 46,591 人（＋����17人）
　　女 50,547 人（－����13人）
■世帯数 46,019世帯（＋����41世帯）

＊住民基本台帳人口

保健センターで実施する保健事業
地　域 月　日 時　間 内　　容

川 内

９/20（火）
※９:00 ～９:20 母 子 健 康 手 帳 交 付

10:00 ～ 11:30 健 康 相 談（ 成 人・母 子 ）

９/27（火）
※９:00 ～９:20 母 子 健 康 手 帳 交 付

10:00 ～ 11:30 健 康 相 談（ 成 人・母 子 ）

10/４（火）
※９:00 ～９:20 母 子 健 康 手 帳 交 付

10:00 ～ 11:30 健 康 相 談（ 成 人・母 子 ）

樋 脇 ９/28（水）
9:30 ～ 11:00

母 子 健 康 手 帳 交 付・
健 康 相 談（ 総 合 ）

東 郷 ９/21（水）

※受付時間
＊健康相談（成人・母子、総合）は要予約

行
政
書
士
に
よ
る
無
料
相
談

【
要
予
約
】

　

悩
み
の
あ
る
方
は
、
気
軽
に
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。

【
時
】＝
９
月
４
日
・
18
日
の
各
日
曜

日
10
時
〜
15
時

【
所
】＝
プ
ラ
ッ
セ
だ
い
わ
川
内
店

（
矢
倉
町
）　

２
階
会
議
室

【
内
容
】＝
相
続
、
贈
与
、
遺
言
、
金

銭
貸
借
な
ど
契
約
全
般
、
成
年
後
見
、

財
産
管
理
、
離
婚
、
交
通
事
故
な
ど

の
損
害
保
険
請
求
、
行
政
手
続
き
全

般
の
支
援

＊
必
ず
電
話
で
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

【
予
約
・
問
合
先
】＝
行
政
書
士
民
事

法
務
研
究
会
事
務
局

０
９
９（
２
５
３
）０
９
１
１

特
設
人
権
相
談
所
開
設

　

鹿
児
島
地
方
法
務
局
川
内
支
局
と

川
内
人
権
擁
護
委
員
協
議
会
に
よ
る
、

特
設
人
権
相
談
所
が
開
設
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
固

く
守
ら
れ
ま
す
。気
軽
に
相
談
く
だ
さ
い
。

【
時
】＝
９
月
５
日（
月
）10
時
〜
15
時

【
所
】＝
樋
脇
保
健
セ
ン
タ
ー
、入
来
支

所
、東
郷
支
所
、祁
答
院
保
健
セ
ン
タ
ー

【
問
合
先
】＝

▼
鹿
児
島
地
方
法
務
局
川
内
支
局

　

（
22
）２
３
０
０

▼�

樋
脇
支
所
地
域
振
興
課
市
民
生
活

Ｇ（
内
線
２
２
３
）

▼�

入
来
支
所
地
域
振
興
課
市
民
生
活

Ｇ（
内
線
２
２
２
）

▼�

東
郷
支
所
地
域
振
興
課
市
民
生
活

Ｇ（
内
線
３
２
１
）

▼�

祁
答
院
支
所
地
域
振
興
課
市
民
生

活
Ｇ（
内
線
３
２
１
）

財
産
・
登
記
無
料
相
談
　
　

【
要
予
約
】

　

県
司
法
書
士
会
所
属
の
司
法
書
士
に

よ
る
無
料
法
律
相
談
を
実
施
し
ま
す
。

【
時
】＝
９
月
９
日（
金
）13
時
30
分
〜

16
時
30
分

【
所
】＝
総
合
福
祉
会
館（
永
利
町
）�

【
内
容
】＝
財
産
・
登
記
に
関
す
る
相

談
、
そ
の
他
金
銭
貸
借
な
ど
契
約
全

般
に
関
す
る
相
談

【
対
象
】＝
本
市
に
居
住
す
る
方（
法

人
は
除
く
）

＊�

相
談
日
に
は
、
必
ず
当
事
者
本
人

が
来
場
く
だ
さ
い
。

【
定
員
】＝
先
着
６
人（
１
人
30
分
）

【
予
約
開
始
】＝
９
月
１
日（
木
）か
ら

【
予
約
方
法
】＝
電
話

＊
受
付
時
間
は
、
平
日
９
時
〜
17
時

＊�

安
易
な
キ
ャ
ン
セ
ル
は
遠
慮
く
だ

さ
い
。

【
予
約
・
問
合
先
】＝
市
社
会
福
祉
協

議
会
本
所

（
22
）２
３
５
５

児
童
巡
回
相
談

　

18
歳
未
満
の
方
を
対
象
に
し
た
療

育
手
帳
の（
再
）判
足
、
特
別
児
童
扶

養
手
当
の
診
断
書
作
成
な
ど
を
行
い

ま
す
。

【
時
】＝
10
月
25
日（
火
）・
26
日（
水
）

【
所
】＝
サ
ン
・
ア
ビ
リ
テ
ィ
ー
ズ
川

内（
永
利
町
）

【
申
込
締
切
】＝
９
月
23
日（
金
）

【
申
込
方
法
】＝
電
話

【
申
込
・
問
合
先
】＝
本
庁
障
害
・
社
会

福
祉
課
障
害
福
祉
Ｇ（
内
線
２
１
６

１
）お
よ
び
各
支
所
地
域
振
興
課
健
康

福
祉
Ｇ（
鹿
島
支
所
は
市
民
福
祉
Ｇ
）

認
知
症
相
談
会

　

認
知
症
に
つ
い
て
の
相
談
な
ど
を

行
い
ま
す
。

【
時
】＝
９
月
13
日（
火
）10
時
〜
12
時

【
所
】＝
ひ
ま
わ
り
カ
フ
ェ（
在
宅
介
護
支

援
セ
ン
タ
ー
わ
か
ま
つ
園
内　

高
江
町
）

【
対
応
者
】＝
認
知
症
地
域
支
援
推
進
員

【
対
象
】＝
本
人
・
家
族
な
ど

＊
参
加
料
無
料

【
申
込
方
法
】＝
電
話

【
申
込・
問
合
先
】＝
本
庁
高
齢
・
介
護

福
祉
課
介
護
給
付
Ｇ（
内
線
２
６
７
７
）

弁
護
士
無
料
法
律
相
談
　
　

【
要
予
約
】

　

県
弁
護
士
会
所
属
の
弁
護
士
に
よ

る
無
料
法
律
相
談
を
実
施
し
ま
す
。 

【
時･

所
】＝

▼�

９
月
15
日
・
29
日
の
各
木
曜
日
13

時
〜
16
時　

本
庁
２
階
相
談
室

▼�

９
月
23
日（
金
）13
時
〜
16
時　

川

内
文
化
ホ
ー
ル

【
対
象
】＝
本
市
に
居
住
す
る
方（
法

人
は
除
く
）

＊�

相
談
日
に
は
、
必
ず
当
事
者
本
人

が
来
場
く
だ
さ
い
。

【
定
員
】＝
各
日
先
着
６
人（
１
人
30
分
）

【
予
約
開
始
】＝
９
月
１
日（
木
）か
ら

【
予
約
方
法
】＝
電
話

＊
受
付
時
間
は
、
平
日
９
時
〜
17
時

＊�

安
易
な
キ
ャ
ン
セ
ル
は
遠
慮
く
だ

さ
い
。

【
予
約
・
問
合
先
】＝
県
弁
護
士
会

０
９
９（
２
２
６
）３
７
６
５

司
法
書
士
無
料
法
律
相
談

【
要
予
約
】

　

県
司
法
書
士
会
所
属
の
司
法
書
士
に

よ
る
無
料
法
律
相
談
を
実
施
し
ま
す
。

【
時
】＝
９
月
30
日（
金
）13
時
〜
16
時

【
所
】＝
本
庁
２
階
相
談
室

【
内
容
】＝
主
に
多
重
債
務
に
関
す
る

相
談
、
そ
の
他
金
銭
貸
借
な
ど
契
約

全
般
に
関
す
る
相
談

【
対
象
】＝
本
市
に
居
住
す
る
方（
法

人
は
除
く
）

＊�

相
談
日
に
は
、
必
ず
当
事
者
本
人

が
来
場
く
だ
さ
い
。

【
定
員
】＝
先
着
６
人（
１
人
30
分
）

【
予
約
開
始
】＝
９
月
１
日（
木
）か
ら

【
予
約
方
法
】＝
電
話

＊�

受
付
時
間
は
、
平
日
８
時
30
分
〜

17
時
15
分

＊�

安
易
な
キ
ャ
ン
セ
ル
は
遠
慮
く
だ

さ
い
。

【
予
約
・
問
合
先
】＝
本
庁
保
護
課
生

活
支
援
相
談
Ｇ（
内
線
２
５
７
２
）

薩
摩
川
内
市
長
選
挙
・
　
　

薩
摩
川
内
市
議
会
議
員
選
挙

立
候
補
予
定
者
説
明
会

　

任
期
満
了
に
よ
る
市
長
選
挙
お
よ

び
市
議
会
議
員
選
挙
に
立
候
補
を
予

定
さ
れ
て
い
る
方
を
対
象
に
、
次
の

と
お
り
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。
関

係
者
は
出
席
し
て
く
だ
さ
い
。

【
時
】＝
９
月
10
日（
土
）

▼
市
長
選
挙
＝
10
時
か
ら

▼�

市
議
会
議
員
選
挙
＝
13
時
30
分
か

ら
【
所
】＝
川
内
文
化
ホ
ー
ル
１
階　

第

１
会
議
室

【
そ
の
他
】＝

▼�

出
席
者
は
、
立
候
補
予
定
者
１
人

に
つ
き
３
人
以
内
で
す
。

▼
代
表
者
は
印
鑑
を
持
参
く
だ
さ
い
。

【
問
合
先
】＝
選
挙
管
理
委
員
会
事
務

局（
内
線
１
４
１
０
・
１
４
２
１
）

意
見
・
提
言
を
　
　
　
　
　

お
寄
せ
く
だ
さ
い

　

市
で
は
、
主
要
な
計
画
や
指
針
の

立
案
に
際
し
て
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

ン
ト（
市
民
意
見
公
募
手
続
き
）制
度

を
設
け
て
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
の
意
見
・
提
言
を
募
集
し

ま
す
。

薩
摩
川
内
市
農
業
振
興
地
域
整
備
計

画（
案
）

■
策
定
の
目
的

　

農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
は
、
農

業
の
振
興
を
図
る
べ
き
地
域
を
明
ら

か
に
し
、
そ
の
土
地
の
農
業
上
の
有

効
活
用
と
農
業
振
興
の
た
め
の
施
策

を
計
画
的
に
実
施
す
る
た
め
、
農
業

振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律

（
農
振
法
）や
県
の
農
業
振
興
地
域
整

備
基
本
方
針
に
基
づ
き
定
め
る
も
の

で
す
。

■
策
定
の
内
容

　

計
画
の
見
直
し
に
必
要
な
項
目

（
農
用
地
な
ど
の
面
積
や
土
地
利
用

の
動
向
な
ど
）の
現
状
を
把
握
し
、

お
お
む
ね
10
年
先
を
見
据
え
た
農
用

地
区
域
の
設
定
や
土
地
利
用
の
方
向

性
な
ど
を
示
し
ま
す
。

【
閲
覧
場
所
】＝
本
庁
１
階
お
よ
び
各

支
所
の
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
、
本
庁

４
階
農
政
課
、
各
地
区
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー
、
中
央
公
民
館
、
中

央
図
書
館
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上

【
提
出
期
間
】＝
９
月
15
日（
木
）〜
10

月
12
日（
水
）消
印
有
効

【
提
出
方
法
】＝
任
意
の
様
式
に
住

所
・
氏
名
・
意
見
ま
た
は
提
言
を
明
記

の
上
、
直
接
、
送
付
、
フ
ァ
ク
ス
、

電
子
メ
ー
ル
で
提
出

【
提
出
・
問
合
先
】＝
本
庁
農
政
課
農

業
振
興
Ｇ（
内
線
４
２
２
２
）

（
20
）５
５
７
０

nogyo@
city.satsum

asendai.lg.jp

違
反
対
象
物
に
係
る
公
表
制
度（
案
）

■
制
定
の
目
的

　

消
防
法
令
に
関
す
る
重
大
な
違
反

の
あ
る
防
火
対
象
物
に
つ
い
て
、
そ

の
法
令
違
反
の
内
容
を
利
用
者
へ
公

表
す
る
こ
と
に
よ
り
、
利
用
者
な
ど

の
防
火
安
全
に
対
す
る
認
識
を
高
め

て
火
災
被
害
の
軽
減
を
図
り
ま
す
。

ま
た
、
防
火
対
象
物
の
関
係
者
に
よ

る
防
火
管
理
業
務
の
適
正
化
お
よ
び

消
防
用
設
備
等
の
適
正
な
設
置
促
進

に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
違

反
対
象
物
に
係
る
公
表
制
度
を
実
施

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

【
閲
覧
場
所
】＝
本
庁
１
階
お
よ
び
各

支
所
の
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
、
消
防

局
予
防
課
、
各
消
防
署（
分
署
・
分
駐

所
）、
各
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
、
中
央
公
民
館
、
中
央
図
書
館
、

市
お
よ
び
消
防
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

上【
募
集
期
間
】＝
９
月
１
日（
木
）〜
30

日（
金
）

【
提
出
方
法
】＝
任
意
の
様
式
に
住

所
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